
担当課ｸﾞﾙｰﾌﾟ
（G）

対象事案
第6条第1項に該当する
要件（下表※1参照）

概要（総括） 市民参加の手続の方法 委員公募の予定 会議の公開 実施時期（予定）

岩倉市総合教育会議

なし
（構成員が法で定
められているた

め）

公開 令和8年度中に実施予定

アンケート ― ―

意見交換会 ― ―

　令和9年1月

（30日間）

岩倉市男女共同参画基本計画
推進委員会

なし
（任期途中のた

め）
公開 令和8年7,8,12月

アンケート ― ― 令和7年度実施済

意見交換会 ― ―

令和9年1月

（30日間）

審議会 ― ―

アンケート ― ―

意見交換会（市民討議会） ― ― 令和8年9月

令和9年3月

（30日間）

岩倉市高齢者保健福祉計画等
推進委員会

なし
(任期途中のため)

公開

令和8年6月
令和8年8月
令和8年10月
令和8年11月
令和8年12月
令和9年2月

アンケート ― ― 令和7年度実施済

意見交換会 ― ― 　　年　月

令和9年1月

（30日間）

岩倉市障害者計画推進委員会 公募中 公開
令和8年8月
令和8年12月

アンケート ― ―

意見交換会 ― ―

令和9年1月

（30日間）

岩倉市地域福祉計画推進委員
会

なし
（任期途中のた

め）
公開

令和8年5月
令和8年9月
令和8年12月
令和9年3月

アンケート ― ― 令和3年度実施済

意見交換会 ― ―

令和8年11月

（30日間）

岩倉市教育振興基本計画推進
委員会

なし 公開
令和8年4月
～令和9年3月

アンケート ― ― 令和7年度実施済

意見交換会 ― ―

令和9年1月

（30日間）

健幸づくり推進委員会 なし 公開 令和8年2月

アンケート ― ―

意見交換会 ― ―

令和8年5月

（30日間）

協働安全課
市民協働G

パブリックコメント手続 ―

―

平成25年4月1日施行の岩倉市自治基本条例の第12条住民
投票について、住民投票条例の必要性を含めて検討する
ため市民討議会を行う。

パブリックコメント手続 ―

（2-1）令和8年度の実施予定（条例、計画等の策定または変更）
　　令和8年度に条例または計画の新規策定または変更を行うものを公表しています。

2
岩倉市男女共同参画基本計

画2021-2030(改訂版)
（２）

岩倉市男女共同参画基本計画2021-2030は、5年を目途に
内容の見直しを行うとしており、改訂計画に向けて中間
見直しを行う。

―パブリックコメント手続

―

1
企画財政課
企画政策G

第3期岩倉市教育大綱 （２）
第2期岩倉市教育大綱、5年間（2022年度～2026年度）を
計画期間としており、次期計画を策定する。

―

第7期岩倉市障がい福祉計画及び第3期障がい児福祉計画
の計画期間が令和8年度までとなっており、次期計画を策
定する。

4
長寿介護課
介護保険G
長寿福祉G

第10期岩倉市高齢者保健福
祉計画及び介護保険事業計
画

（２）

第10期岩倉市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画
は令和9年度から令和11年度の3年間を計画期間としてい
る。岩倉市の高齢者保健福祉、介護保険制度の運営等の
内容に加えて、認知症施策推進計画を一体的に定める計
画を策定するもの。

3

5
福祉課

障がい福祉G

第8期岩倉市障がい福祉計
画及び第4期障がい児福祉

計画
（２）

協働安全課
市民協働G

（１）岩倉市自治基本条例
（第12条　住民投票）

パブリックコメント手続 ― ―

パブリックコメント手続 ― ―

パブリックコメント手続 ― ―

7
学校教育課
学校教育Ｇ

第2期岩倉市教育振興基本
計画

（２）
岩倉市教育振興基本計画は、10年間（2017年度～2026年
度）を計画期間としており、次期計画を策定する。

パブリックコメント手続 ― ―

6
福祉課

社会福祉G
第3期岩倉市地域福祉計画 （２）

第3期岩倉市地域福祉計画は7年間(令和5年度～令和11年
度)を計画期間としており、中間見直しが令和8年度と
なっており、計画の中間見直しを策定する。

パブリックコメント手続 ― ―

8
健康課

保健予防G
岩倉市新型インフルエンザ

等対策行動計画
（２）

新型コロナウイルス対応で得られた知見を踏まえ政府行
動計画及び愛知県行動計画が改定されたため、市行動計
画についても、同様の改定を行うもの。



担当課ｸﾞﾙｰﾌﾟ
（G）

対象事案
第6条第1項に該当する
要件（下表※1参照）

概要（総括） 市民参加の手続の方法 委員公募の予定 会議の公開 実施時期（予定）

1
企画財政課
企画政策G

第5次岩倉市総合計画 （２）
第５次岩倉市総合計画の進捗状況について岩倉市行政
評価委員会において評価・意見を受ける。

岩倉市行政評価委員会
なし

（任期途中のた
め）

公開

2

企画財政課
企画政策G
協働安全課
市民協働G

岩倉市自治基本条例
岩倉市市民参加条例

（１）
岩倉市自治基本条例及び岩倉市市民参加条例の進捗状
況を岩倉市自治基本条例審議会にて検証し、報告書を
作成するもの。

岩倉市自治基本条例審議会
なし

（任期途中のた
め）

公開

岩倉市自治基本条例審
議会
令和8年6月
令和8年7月
令和8年8月

3
協働安全課
市民協働G

岩倉市男女共同参画基本
計画2021-2030

（２）
岩倉市男女共同参画基本計画の進捗状況を岩倉市男女
共同参画基本計画推進委員会にて検証し、報告書を作
成するもの。

岩倉市男女共同参画基本計画
推進委員会

なし
（任期途中のた

め）
公開

岩倉市男女共同参画基
本計画推進委員会
令和8年7,8,12月
パブリックコメント
令和9年1月

4
環境政策課
廃棄物G

第5次岩倉市一般廃棄物処
理計画

（２）
一般廃棄物のうち、ごみに関する処理計画を評価し、
次年度以降の施策に反映するもの。

岩倉市廃棄物減量等推進協議会 なし 公開
令和8年11月
令和9年3月

5
環境政策課
さくら・
川・環境G

第2次岩倉市環境基本計画 （２）
第２次岩倉市環境基本計画の進捗状況を岩倉市環境審
議会にて評価し、次年度以降の施策に反映するもの。

岩倉市環境審議会 なし 公開 令和8年10月

6
長寿介護課
介護保険G
長寿福祉G

第9期岩倉市高齢者保健福
祉計画及び介護保険事業
計画

（２）
高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画の進捗状況
を岩倉市高齢者保健福祉計画等推進委員会にて評価す
るもの。

岩倉市高齢者保健福祉計画等
推進委員会

なし
（任期途中のた

め）
公開

令和8年6月
令和8年8月
令和8年10月
令和8年11月
令和8年12月
令和9年2月

7
福祉課
社会福祉G

第3期岩倉市地域福祉計画 （２）
岩倉市地域福祉計画の進捗状況を岩倉市地域福祉計画
推進委員会にて評価するもの。

岩倉市地域福祉計画推進委員
会

なし
（任期途中のた

め）
公開

令和8年5月
令和8年9月
令和8年12月
令和9年3月

8
福祉課
社会福祉G

第2期岩倉市自殺対策計画 （２）
岩倉市自殺対策計画の進捗状況を岩倉市自殺対策計画
推進委員会にて評価するもの。

岩倉市自殺対策計画推進委員
会

なし
（任期途中のた

め）
公開 令和8年5月

（2-2）令和8年度の実施予定（既存計画等の評価）
　　令和8年度に第6条第1項に該当する要件（1）、（2）に該当する既存計画等の単年度評価（進捗管理等）を行うものを公表しています。



担当課ｸﾞﾙｰﾌﾟ
（G）

対象事案
第6条第1項に該当する
要件（下表※1参照）

概要（総括） 市民参加の手続の方法 委員公募の予定 会議の公開 実施時期（予定）

9
福祉課
障がい福祉G

第6期岩倉市障がい者計画 （２）
岩倉市障がい者計画の進歩状況を岩倉市障害者計画推
進委員会にて評価するもの。

岩倉市障害者計画推進委員会 公募中 公開

令和8年8月
令和8年12月

10
こども家庭
課子育て支
援G

岩倉市子ども未来応援計画 （２）
子どもの権利の保障並びに教育・保育及び地域子ど
も・子育て支援事業の提供体制の確保方策等を定めた
計画の実施状況を評価するもの。

岩倉市子ども・子育て会議 なし 公開
岩倉市子ども・子育て
会議
令和8年10月頃開催

11
健康課
健康支援G

岩倉市健康増進計画「健
康いわくら21」（第3次）

（２）
岩倉市健康増進計画「健康いわくら21」（第3次）の進
捗状況を岩倉市健幸づくり推進委員会にて評価するも
の。

岩倉市健幸づくり推進委員会 なし 公開 令和8年8月

12
市民窓口課
国保年金G
医療G

岩倉市国民健康保険第3期
データヘルス計画及び第4
期特定健康診査等実施計
画

（２）
岩倉市国民健康保険データヘルス計画及び特定健康診
査等実施計画の進捗状況を岩倉市国民健康保険運営協
議会にて評価するもの。

岩倉市国民健康保険運営協議
会

なし
（任期途中のた

め）
公開

岩倉市国民健康保険運
営協議会
令和8年5月
令和9年1月

※1 第6条第1項に該当する要件は、以下のとおりです。

(1) 基本的な方針を定める条例又は市民に義務を課し、若しくは権利を制限することを内容とする条例の制定又は改廃

(2) 総合計画その他基本的な事項を定める計画等の策定、見直し又は評価

(3) 広く市民の公共の用に供される施設の設置又は廃止に係る計画等の策定又は変更

(4) 市民生活に大きな影響を及ぼす制度の導入又は改廃


